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１．はじめに 

銅は生物にとって必須であるが、高濃度で曝露されると

悪影響を及ぼす可能性がある。海域における銅の生態リスク

評価・管理は世界的に関心が高く、欧米では生物利用可能性

(Bioavailability)の概念を考慮した評価が実施されつつある。

日本では水生生物保全の水質環境基準の候補物質となって

いるが、現状、日本沿岸における銅の生態リスクがどの程度

であるかを評価した例は存在しない。そこで本研究では、既

存の報告書や論文を体系的に整理し、欧米で一般的になりつ

つある生物利用可能性の概念を考慮した手法を含む、複数の

手法を用いて日本沿岸域における銅のスクリーニングレベ

ルの生態リスク評価を実施することを目的とした。 

２．研究方法 

生態リスクは予測環境濃度 (PEC)と予測無影響濃度

(PNEC)を比較し、その比（ハザード比：HQ）により評価し

た。PECは、公的機関による調査報告や文献に記載されてい

る実測値を海域ごとや時系列でまとめ、データセットを作成

し決定した。生物利用可能性を考慮するために必要な海域の

DOC 濃度も公的機関による調査データを使用した。PNEC

の決定では、まず欧州のリスク評価書と米国の水質クライテ

リア文書により信頼性が高いと評価された毒性データを中

心に収集・整理し、環境省の初期リスク評価に準じた方法で

PNECを導出した。さらに、比較のために、欧米の評価書に

記載されている参考値と海域の生物リガンドモデル（Marine 

BLM）に基づき導出した影響濃度によって PNECを決定し、

リスク計算を行った。USEPA が現在実用化を検討している

Marine BLM 1)は、海域の水質の違いを考慮し、ムラサキイ

ガイ等の胚・幼生への影響濃度の推定を可能にする。 

３．結果および考察 

【暴露評価】収集できた測定値数は全部で 1151（測定時期

1973～2012）であった。31 海域 146 地点において、総銅濃

度や溶存態濃度として、検出下限~20 µg L-1まで報告されて

いた（図 1）。検出下限値を検出下限値/2 として全実測デー

タをヒストグラムで表現したものを図 1 に示す。中央値は

0.4 µg L-1、最大濃度は 20 µg L-1（東京湾）であった。同一地

点の経年的な増減はほとんど認められなかった。 

【有害性評価】有害性データについては、8 属 70 種の生物

の毒性値を入手した。慢性毒性値の範囲は 2.9（フェオダク

チラム, Phaeodactylum tricornutum）~145 µg L-1（ウシエビ, 

Penaeus monodon）、急性毒性値では 6.2（イガイ類, Mytilus 

spp.）~6448 µg L-1（Rangia cuneata）であった。環境省初期

リスク評価に準じた手法を適用すると PNEC 値は 0.29 と推

定された。リスク評価に用いる PNECの一覧を表 1に示す。

PNECの値は水質に応じて 25倍程度の違いがあった。 

表 1 各手法における PNEC値 

手法 PNEC [µg L
-1

] 備考 

環境省初期リスク 0.29(= PNECMOE) 水質に依らず一律 

US水質クライテリア 3.1 (=PNECUS_CCC) 水質に依らず一律 

EUリスク評価書 2.0～3.9（=PNECEU） DOCを考慮 

Marine BLM 2.4～7.2(=PNECBLM) DOC、pH等を考慮 

【リスク判定】PNECMOEと PNECUS_CCCにより評価した場合、

実測値すべてを対象とした HQ>1 の判定割合は、それぞれ

100％と 13％程度であった。東京湾で測定された 4地点にお

いて HQを算出した結果の例を図 2に示す。図 2において環

境省の手法（HQ-MoE）では全ての地点で HQが 1を大幅に

超過しているが、生物利用可能性を考慮すると HQ<1の地点

も存在する。東京湾 Dについてみると、HQ-MoEは 14.5 で

あるのに対し、生物利用可能性を考慮した HQ-BLM は 0.85

であった。このことは同じ地点でも適用されるリスク評価手

法によりリスク判定の結果が異なる可能性があることを意

味している。水質を考慮しない一律の値による保守的な評価

は迅速に実施できるという利点はあるが、過大な対策の要求

に繋がる可能性もあることが示唆された。また、金属の生物

利用可能性を考慮した地点特異的な評価を実施していくた

めには、対象とする金属の濃度だけでなく DOC等の水質デ

ータも同時に整備していくことが必要と考えられた。 

 
図 1 収集した銅濃度実測データの分布(N=1151) 

  
図 2 東京湾における地点の違いによる HQの違い 
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